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函館プラッキストン商社証券発行の顛末

　

明治初期におけるわが国の金融史は史家並びに金融学者にとって興味深い。 明治７，８年の間函

館居留英国商人ブラッキストン社中より１種の証券を発行し， 国内に流通せしめんと企てたことが

あった。 先ずその発端から述べよう。

　

明治７年９月１７日独乙フランクフルト在留の本間清雄から大蔵省に下の如き飛報があった１）。

　　

函館に於て養ブラク・マと申仁左之図之如キ銀行証券之如キ物発行ノ為メドントルフナウマン

　　

社へ押印注文相成候由猶委敷ノ、探索之上可申上候得共不敢取申上候右ノ、我紙幣とは異り候へ

　　

共詰り人物を害し候好商の所為と存候勿諭右社官許を得候て発行なれは仔細無之存候何れに

　　

共怪異なることに存候故先つ右丈当便に申上候

　

以上

　　　　

七年九月十七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本

　

間

　

清

　

雄

　　　

大 隈大 蔵 卿殿

　　　

吉田大蔵少輔殿

」

　

此に於て大蔵省は右ブラクマの職業自分等詳細の調査を外務省並びに開拓使に依頼した。

　　

今般在フランクフルト本間清雄ヨリ別紙之通り申来候処元来金券発行之儀ノ・規律有之政府之

　　

許可を不得切に発行不相成は勿論之事に付追て願出之程も難測候共所為に依り難捨置儀に有

　　

之候間其始末並本人身元職業等詳細探偵之上御報知被下度此段及依頼候也

　　　　

七年十一月

　　

日 大蔵卿

　

大

　

隈

　

重

　

信

　　

外 務 卿

　

寺 島 宗

　

則 殿

　　　

開拓長官

　

黒

　

田

　

清 隆 殿

　

一方清雄から第２の飛報が到来した。 日く

　　

来る十八日付を以て申上候証券の義に付猶取調候処大凡左の図の如きもの円より銭数種ドン

　　　

ドルフ及ナウマン押印社於てブラキストン社の註文の由にて製造仕候書風は原書を摸写し御

　　

覧に入候右証券の儀に付ては既に凡そ一ケ自前ニ承り及候処探索の手続も無之に付直に押印

　　

社に承り合候処右ノ、独逸領事ベール

　

Ｂａｉｌ

　

より草按を贈り来らさる故製造に取掛らさる云々

　　

申聞候依之龍動於て右領事に談話の序承り合候処頗る困却の容子にて右は文字訂校の為め維

　　

也納府ドクトワーゲネル方へ遣候同府には日本人多き故定て能書の者も可有之と存候也云々

　　

申聞候右故不得止叉押印社へ掛合ひ兼て条約の趣も有之候へはブラキストン社よりの注文券

　　

は是非一見を要候云々申聞候処左之図の如きを相示し候何れにも不審の至に候間篤と御取調

　　

御座候様仕度縦令ブラキストン可信の社と雌とも官許なく如此証券を出す時は贋札に非るも

　　

我人民の害となること僅々ならすと奉存候勿論右証券は我紙幣に磐巽たる模様にも無之候間
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直接製造禁止候訳にも至り兼候間不敢取鮫島公使へ票議仕候

　

以上

　　　

七年九月二十一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本

　

間

　

清

　

雄

　　　

大 隈大 蔵 卿殿

　　　

吉田大蔵少輔殿

　

大蔵卿は清雄に， 両度の報知を披見したが注意と尽力に対し感謝し， 製造禁止等の義は追て当

省から申越す迄は見合わせ度， 尚精密の調査を乞うと返書しているが， 製造方禁止云々の語のある

のは， 前に政府から紙幣製造方をドンドルフナウマン社え注文した際

　

次の如き約を取結んでいた

に依る。

　　　

ドン ドルフノーマン社中に於て此約定の期日より三十年の間は日本政府の為めに既に納めし

　　

紙幣及此後納むへき紙幣と商業取引の際誤認すへき如く模様外形等に於て類似せる紙幣を上

　　

梓製造仕間数叉た他の社中をして上梓製造するに到らしめ間敷万一此約定違背の事より日本

　　

政府の御迷惑出来候節は右社中於必らす時明可申事に承諾仕候也

　

聞拓使は大蔵省の通知を受けるとすぐブラキストン商社の事情を探索し， 甲乙二種二通の書を

添え返答し来った。

　　

フレッキストン義当港於て蒸気船二披備置当港横浜上海の間交番に航海の社中取設の目論見

　　

相立何人に限らす加入の節金百円差出候は， 証券百二十円相渡し十二ケ月限引換の筈， 則二

　　

割の利足前渡の主意にと右証券請取候者は何れへ引当に差遣候共銘々存意次第， 右航海社中

　　

は利益有之義急度見込相立候義と相見へ候其仔細は利金之節は社中へ取替損失相成候節はフ

　　　

レッキストンの引請の対談可相成の由， 右は昨年六七月の頃より追々着手の手段にて尽力致

　　　

し市中商人へも勧諭候趣の処更に加入人無之， 併今に右企望は廃止候訳に無之加入の者有之

　　

次第施設の趣にて右証券の義も承候処未た注文は無之， 尤も社も未た不相立証券のみ謎居候

　　

も無望に可属も難計云 。々 昨年十一月頃フレッキストン社或人に申聞候趣は当港より上海へ

　　　

航海の蒸気船取設度，付ては一社相立運賃の義は百斤に付往復共五十銭にて追々利益有之に随

　　

ひ漸次に引下候積， 其方法は先つ百円正金差出候者へは社より証券を以て百二十円相渡し候

　　

定則二割ポリ足の見込なく然上にて金融差支候節は右証券社へ差出候は， 正金百円借渡候旨追

　　

々右金高積立航内運賃のみに無之彼我貨物運輸商法盛大に致度見込の由， 然に社は第一支那

　　

商人を目的に相立其余は当市商人に相謀最も上海へ産物運輸の望有之者に候はゞ別て都合に

　　　

も相成候間市中にて五人程井にハウル社デュース支那人三四名略示談も致置候趣連中打揃候

　　

はゞ右蒸気船英国より取寄せ開業の由且証券製造等の義確と不承候得共右社名相立候はゞ如

　　

何様申居候由其後同社出入致候支那人話にも四番飛脚船は不断往来致差支筋も無之故フレッ

　　　

キストン存寄之航海社に重立左祖致候もの無之杯申居候事有之由其他ノ、何の風聞も不承云々

　　

これによば， ブラキストン社証券の目的は， 函館港に汽船二隻を備置き， 函館横浜間， 函館上

海間に交互航海し海産物の輸送をする設備資金獲得にあった。 即ち何人に限らず加入の節は金１００

円を差出す時は１２カ月限引換の証券１２０円を渡し，右証券を請取った者は何れへの引当に使用する

も差支ないとした。 而して証券を他に融通は出来ず， 金融に差支える者には本証券を社に差出せば

正金１００円を渡す。 社の業務が運賃収入のみでなく， 積荷の販売も行ない利潤が増し， 社の信用も

大きくなる見込であるから， 支那人のみでなく， 函館商人にとっても好都合であろう， というので

あ る。

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

当時の輸出の大宗は昆布，千飽，煎海鼠，腸等の海産物が主であったので，対上海貿易が主で，

－
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函館ブラキストン商社証券とその金融史的意義

開拓使の貸付金も北海道産物商会， 運漕社， 開運社等であり，明治９年１０月，内務省勧商局の産業

資金貸与と委託販売を為す広業商会の設置があり， 上海貿易上の船腹の需要は大なるものがあった

際である。

　　

さて通貨鋳造ということになれば， いつの時代でもこれを重罪として取扱ってをり， 御定書百

箇条には 「引廻之上棟」 となっている。 明治３年７月２日の大政官布告（宝貨偽造律）をそのまま，

同年１２月２７日頒布の手続を見た新律綱領に踏襲せられた２）。 そのことと外国人であることから来

る国際問題がからんでいる。

　　

開拓使の報告により大蔵り目”は外務卿に下の如き照会を発した。

　　

先般フレッキス トン社中 ドン ドルフノーマン社中元証券様之品注文相立候趣在フランクフル

　　　

ト本間清雄より報知有之右探偵方之義開拓使へ依頼致置候処此度同使より別紙之通申来候に

　　

付篤と思考致候処兼申進候通御国内於て紙幣発行之義ノ、政府の許可を得候筈に有之最横浜第

　　

二国立銀行にて官許を得洋銀発行致居候得とも右とは其趣意彼此全く相異候義に付開拓使見

　　

込之通り同社へ訊問之上相違無之候は〉断然差止め可申と存候右処分に付御省於て御差支之

　　

義ノ・有之間敷哉此段及御間合候也

　　　　

明治八年二月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大蔵卿

　

大

　

隈

　

重

　

信

　　　

外務卿

　

寺

　

島 宗

　

則 殿

　　

これによれば許可していないこと， 許可してある横浜第２国立銀行の趣旨と全く異なるから，

外務省さえ差支なくば断然差止めるからと， 返事を求めている。 然るに外務省は何故か遷延回答を

しないので大蔵省は更に督促に及び漸く次の如き回答を得た。（傍点筆者）

　　　

函館在留英商フレッキストン社にて金券様のもの発行之企有之本間清雄内報書並開拓使見込

　　　

及探偵書とも細｝回送相成フランクフルト・ ドン ドルフノ←マン社中にて爾金券製造候哉実否

　　

探偵可致旨御来旨之趣ノ・伯林府公使館へ報知致置候間猶其明細の報告を得次第可申進候

　　　

然るに開拓使より貴省へ差越候報告書に拠れは紙幣には無之叉銀行之証券にも無之郵船会社

　　

之資本を興す為め株切手之買者を募るの証券と相見候

　

抑外人紙幣又は銀行券にもせよ日本
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．
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候

　

則横浜に於て上海香港バンクにて洋銀之証券を日本内地にて発行候同類例に有之， 若し

　　　

是を禁止するの特権あれは先横浜バンク之方を最初に着手せされはフレッキストンノ方を差

　　　

止候訳には難至然るに横浜バンク之証券数年通用し来るを今日頓に差止候方策可存之歎猶貴

　　　

省にて篤と御取調有之度候

　　　

将右郵船会社資本を募る為め株切手を発行候義銀行証券叉は預り証券を使用すると同様にて

　　　

我政府より取り分け禁止する理論通徹致間敷左すれは御国人民自己の信用に因り右券を買は

　　　

んとする時公然禁止候訳には至り難く又我商民右同様の挙に応じ候者も可有之右にも制限は

　　　

無之最も外国人右等之会社を発起するは我政府許不許及資本監督之権無之候得共若我人民中

　　　

外人の勧誘を疑惑し危不危を官府へ同出候節は宮府にて其会社を保証せす且右等之会社儀傾

　　　

敗も有之者に付求めさる方可然旨諭告に及候義は差支有之間敷其他公然彼領事へ懸合禁止候

　　　

義は不被行事と存候此段及御報候也

　　　　　

明治八年三月二十三日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外務り即

　

寺

　

島

　

宗

　

貝１ｉ

　　　

大蔵卿

　

大 隈 重 信 殿

　　

此の外務省の見解は重要な意味をもっている。 即ちブラキストン社証券は

　　

１． 紙幣叉は銀行券ではない郵船会社資本のために株切手を発行する場合， 銀行証券又は預り
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証券を使用するのと同様である。 従って外人紙幣叉は銀行券でも日本紙幣又は日本銀行証券に類似

しないものの製造は差止める権利はない。

　　

２． 横浜で， 上海香港バンクの洋銀の証券発行を許可している。 故に我が政府は之を禁止する

権利がない。 然るに大蔵省は政府の許可なくして内地に於て紙幣証券を発行せしめるのは国権の侵

辱で事頗る重大とし， 就中紙幣頭得能良介は禁止を強調， 且つ御雇ジョージ・ヒー， ウイリャムス

は次の如き意見

　

第１． 某国政府の王権は実に無限であるが日本は其王権を主張するに疑濯する所がある。

　

第２． 然らば日本政府は万国公法の理と近代文明に抵触せぬならば条約に於て制限されない。

　

第３． 某政府其管内に流通媒物（紙幣の類） を管理するは異議のないところである。 然し日本の

　　

如きは条約面に於て外国人並びに日本人民共各個取引の際自在に外国正金或は日本正金を使

　　

用すへしとの条の外其他是権を交付するものなし。

　

第４． 故に外国正金或は日本貨幣を正金として流通すへきことを除き其他百種の紙幣類を允許

　　

制禁するは政府の当然の権利である。

　

第５． 国際法上より王権作用として之が禁止は可能であり， 条約によるを要しない。

　

以上の陳述を参酌して， 大蔵省は紙幣寮官員大属海老原某を外務省に遣し， 清雄の送り来った

摸本証券面日本字を瓢取し， 我定位の金円を記載したろことは万国公法の許さぬところであると外

務省官吏と弁論討議したので， 遂に外務省は之に同意し， 次の如く英国公使に照会した。

　　

以書翰致啓上候陳ノ、函館在留貴国商人フレッキストン社中より別紙図の如き証券押印之義独

　　

逸国ドルフ←マン社中へ注文致置候趣彼地より報告有之候処右ノ・我内地に於て発行可致企に

　　

相違無之哉及御尋候若我国発行の積を以製造致候事に候は 右発行之義は難差許存候実否御

　　

取調有之度此段及御依頼候

　

敬具

　　　　

明治八年五月二十三日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寺 島 外 務 卿

　　　

大不列顛国特命全権大使

　　　　

ハルリーエスパークス閣下

　

之に対し同大使より次の回答があった。

　　

去月二十三日附貴翰致落手候然らはブラキストン商社日本国通行之為証券発向ノ積ニ有之ト

　　　

ノ報告有之候ニ右様証券発向難相許存候之付拙者ニ於テ取調候様御請求之趣承知致候右ノ・拙

　　

者に於て未た一切報告無之候得とも箱館在留我領事へ右風聞如何之事より相起候や取調候様

　　

既に下命致し候間同人より申立次第再応閣下へ御掛合に可及此段回答如此候

　

敬具

　　　　

六月四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

英国公使

　

ハルリー・エス・パークス

　　　

寺島外務卿閣下

　

丁度数日後開拓使より独逸から ブラキストン社へ到着した１円札及び１０円札各一枚を添えた

次の書状が大蔵省に来った。

　　

客年以来度々御掛合有之候函館在留英商ブラッキストン社にて我通貨に擬し候紙幣体の者独

　　

逸国押印社へ注文致候一件函館支庁於て夫々探偵致候処今回一円及十銭之分到着之趣に付同

　　

地へ立入候者を以て内密為買取差越候最も未だ通用候義には無之趣候得共他日融通等に相用

　　

様にては弊害不少候間右予防之方法御省於て御見込も可有之に付詳細御申越之有度紙幣二葉

　　

相添此段及照会候也

　　　　

八年六月七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開

　

拓

　

判

　

官

　　

大 蔵 丞 御

　

中

－

　

６４－
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大蔵省は英国公使へ断然発行禁止の旨を云い送るべき旨再び外務省へ照会し， 該省は直に下の

如き照会をした。

　　

以書翰致啓上候然ノ・函館在留貴国商人ブラキストン氏社中より独逸国ドンドルフノーマン社

　　

中へ注文致候証券之儀に付当五月二十三日付書翰を以て及御依頼候処右取調方貴領事へ御下

　　

命相成候段六月四日御回答之趣致承知候然るに弦に封入之証券入手致し既に発行之証跡相顕

　　

候間先前申進候通布発行禁止直に御下命有之度此段更に及御依頼候

　

敬具

　　　　

明治八年六月十四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外務卿

　

寺

　

島

　

宗

　

則

　　　

大不列顛図特命全権公使

　　　　

ハルリー・エス・パークス閣下

　　　

追て別葉証券御一覧後御返却有之度候也

　

而して公使は直に之を承諾し， 在函館領事へ下命し， ブラキストン社証券の発行を厳禁せしめ

た。 大蔵省は下の如く太政官へ票議した。

　　

函館在留英商ブラキストン社より独逸国ドンドルフーノーマン押印社へ我証券の如きもの注

　　

文相成候趣明治七年九月中在フランクフルト本間清雄より報知有之に付其実否探偵方外務省

　　

及び開拓使へ屡及協議候処先般開拓使より右現券二葉相添別紙之通掛合候に付即一円券一葉

　　

を外務省へ相廻し尚英国公使へ可及掛合旨及協議候処今般同公使へ右証券発行禁止の義掛合

　　

候由別紙之通回答有之候就てはブラキストンへは同国公使より相達可申候得共人民中或は心

　　

得違にて通用致候哉も難計に付右証券通用不相成旨御布告相成度存候因て別紙写及十銭券一

　　

葉御布告按共副へ此段相伺候也

　　　　

明治八年六月二十三日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大蔵卿

　

大

　

隈

　

重

　

信

　　　

太政大臣

　

三 条 実 美 殿

　　

そこで太政官は布告第１２５号を以って次の如く達した。

　　

今般函館在留英国商ブラキストン商社於テ我国用通用之証券製造致候趣右ノ、我政府ニ於テ許

　　

可セシモノニ無之ニ付通用不相成候条決テ取引敦間敷此旨布告候事

　　　

但右証券ノ・西洋紙ニシテ表面ニ此証券ヲ持参スル時ノ、何時ニテモ可引換旨並ニ其社名及ヒ

　　　

十銭一円等ノ文字ヲ日本西洋の両体ヲ以テ記載シ船形ノ図有之裏面ノ、番号ノミ有之候事

　　　　

明治八年八月四日

太政大臣 三

　

条

　

実

　

美

　

以上で見ると発行準備期に既に発覚し， 流布せぬ間に禁止の如くであるが，「私ニ証券ヲ造テ国

内ニ頒布」３）したとある如く， 若干は流通したらしい。

　　

各府県でも一せいにこの禁令を布告した。 その一例は次の如くであるが， その日付．が９月３日

であるから， 禁令後１ケ月は公然とこの地方では流布されていたことになる。

第百三十二号

先般箱館在留英国人ブラキストン商社於て我政府の許可無之我国内通行之証券製造致し候趣

に付右証券は取引致す間敷旨本日第百二十五号を以布告候処今般我国在留英国公使へ右証券

発行制停止儀掛合の末同公使より箱館港在留英国領事へ相違し同商社に於て既に発行之分共

総て引取相成候趣に付此旨更に布告候事

　

明治八年八月廿五日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

太政大臣

　

三

　

条

　

実

　

美

　

右之通被仰出候条此旨布達候事

　

明治八年九月三日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨県令

　

藤

　

村

　

紫

　

朗
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上の太政官布告を以て， 一時ャ世上の注意を引いたフラキストン社証券発行の件も終止符を打っ

た。 爾来外国人は我国内に於て我政府の許可なくして紙幣証券の類を発行を得ざるの事由が分明と

なったのであるが， この事件は榎本武楊がガルトネルに七飯の土地を払下げ， その回収に政府が手

を焼いたガルトネル事件と共に外交上の二大問題であった。

　　

後日調として，翌９年１０月，函館に於てこの証券で郵便切手を購わんとする者があった旨駅逓

寮より大蔵省へ通知があり， 次で実情調査の結果， ブラキストン社中と支那人との売買には間々こ

の証券の受検があったらしく， 日本人には概ね通用者はなかったが， 内澗町美濃屋， 幸町明石屋等

は商売上止むを得ず，この証券を受取ることがあったが，すぐ同商社へ持参して新紙幣と交換した。
大蔵省は開拓使に照会し， 其通用虚実を探偵し， 詳細の報告・を求めたが， 幸に注意を要する事件も

起らなかった。

註

１） 北海道拓銀：北海道金融沿革一斑， 明治４４．８．１刊

　　　

同

　　

： 北海道金融沿革， 第一巻， 第一編， 第二編， 自維新初年至明治１９年

　　　

同

　　

： 北海道金融史， 大正７．８．３刊

２） 隈崎

　

渡：通貨偽造罪史考， 法学新報６７の２

　

法制史研究： 第１２輯 ｐ．２４７

３） 村尾元長： 北海道事情一班 ｐ．６９

当時の函館の経済

　　

安政６年（１８５９）貿易のため開港した函館は， 明治２年（１８６６）開拓使の設置に伴って， 箱館戦争

の困乱も静まり， 新秩序のもとに発展の曙光を見るに至ったのであるが， 海運に於ては， 洋型船舶

が増加し，明治７年から１２年にかけて函館商人の所有洋型船は９０余糠にも及び１），積戴量と航数を

増加， 開拓使自らこれを運転し， 若しくは民間に貸付けて商取引量を増加した。 また明治３年回漕

会社， 同６年には保仁社が設置され， 海上保険並びに荷為替を行なわしめ， 保険を付けない貨物の

輸送は運漕社を設けて為さしめると共に， 同７年， 三菱会社が東京函館間定期航路を開いた。 また

外国船舶で内国航路に就航し，函館港に出入するものがあり， 横浜四番館（器露命）の如きは１時其

の汽船を以て横浜函館間の定期航海をなし利便を与えた。 また陸運は函館を起点として， 札幌本

道の開さくは函館を繁栄させたことは勿論， 沿道諸村落の開拓となり， 延いては函館の発展に資

した。

　

同２年９月開拓使は箱館生産方を廃し通商司会所に開拓使御用係を置き， 函館に商社を取建て

産物取扱方を命じた。 従って函館港の移出入額は本道の第１位に位し， 他港合計と比適する状態で

あった（第２表）。 ここに函館港貿易価額表（第１表）， 北海道各港輸出入額（第２表）及び北海道主要

輸出入品（第３表， 第４表）を掲げてみよう。

第 １表 函 館 港 貿 易 価 額 表

年

　

次

　　

輸

　

出

　　

輸

　

入

　　

合

　

計

　　

輸出超過

　　

年

　

次

　　

輸

　

出 輸

　

入

　　

合

　

計

　　

輸出超過

明治

　

２

　　

３

４２５，９７７

４００，７７３

４３４，０５２

３３８，９４６

２，２４７

２，９９５

１９，６３２

８，３６０

４２８，２４４

４０３，７６８

４５３、６８４

３４７，３０６

４２３，７４９

３９７，７７８

４１４，４２０

３３０，０５８６

明治

　

６

　

７

４３７，５２７

２６５，０８９

４９０，１４６

１７，２５６

１６，０８０

２９，３００

４５４，７９３

２８１，１６９

５１９，４４６

（開拓使事業報告，函館区史ｐ．４２１）

４２０，２８１

２４９，００９

４６０，８４６

－

　

６６

　

－
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第２ 表 北海道各港輸出入額

明

　

治

　

１０

　

年 明

　

治

　

１３

　

年 明

　

治

　

１４

　

年

鮪胃）
額 均角）

額 輸 満）
額 輸 命）

額 鮪胃）
額 鮪禽額

小

　　　

樽

岩

　　　

内

寿

　　　

都

江

　　　

差

福

　　　

山

函

　　　

館

室

　　　

蘭

釧

　　　

路

根

　　　

室

そ

　

の

　

他

？

？

２１５，６３３

４４６，３８３

３５９，４１９

７９９，５８０

？

６０，３５１

？

　

？

　

？

　　

９３，９１３

　

３２１，３３８

　

３０８，２３１

　

８７６，３７３

　

？

　　

１，６８５

　

？

１，０９３，９４４

２２３，８９５

９９１，０１６

１，１４０，５８４

７９０，１４９

２，２９７，１０４

　

（３５％）

　

３，０７９

　

？

２２２，４０４

７１６，２５０

１，４６９，４１３

２５２，３４６

３８７，５３６

１，３９０，５８７

８２１，９６０

５，１９３，６０３

　

（５０％）

　

２，３２６

　

１，６７４

　

４，６６１

５０３，５９９

８７４，８８５

３３７，０１３

６４３，０３７

９２６，５２８

５０１，７３９

２，７１３，３４０

　

（３５％）

　

１，３９８

　

？

２８９，４０５

７５４，５１２

１，２７８，９５６

１１８，４７８

２４０，９８５

１，０３４，２３２

６２９，７８１

８，６２２，８６３

　

（６５％）

　

２，０７０

　

２，３６０

　

２５，３５７

３７０，４７３

合

　　　

計 ？ ？ ７，４７８，４２５ １０，０２７，７１０ ７，０４１，８５７ １２，３２５，５６４

（「開拓使事業報告」第３編８６９～８７０頁）

第３表 明治１４年北海道主要

輸

　　

入

　　

品

品

　　　

名 数

　　　

量 価

　　　

額

　

（円）

　

米

　

塩

　

酒

味

　　　

噌

果

　　　

実

遠

　　　

糖

　

麺

　

縄

　

網

木

　　　

綿

大

　　　

物

雑

　　　

貨

５００，７８６石

　

－〆

７０，８３８石

３９４，９５８〆

１３４，９５８ケ

３２，８５４ケ

２５，５６５〃

９３３，７４８〃

３６，６９９，３８０

　

３４９，９３９

１，０６９，２６４

　

１２３，９７２

　

１１６，６０７

　

１３３，００２

　

３２８，２０９

　

１２１，１２３

　

１３８，９２９

１，２８８，９２２

　

４４６，６４２

３，６７４，５２８

（「新撰北海道史」第３巻５２４‐５頁）

（山口和雄， 明治前期経済の分析 ｐ．２０８）

第４表 明治１４年北海道主要

輸

　　

出

　　

品

品

　　　

名
数

　　　

量

　

（石）

価

　　　

額

　

（円）

胴

　　　

鰍

身

　

欠

　

錬

顔

　

白

　

子

騨

　

笹

　

目

錬

　　　

粕

陳

　　　

師

．

　　

鮭

塩

　　　

鮭

回

　　　

鮭

鰯

　　　

柏

昆

　　　

布

長 切 昆 布

雑

　　　

貨

１３３，０３２

２１１，４１７

１４，２９１

２７，１５６

３７１，１１３

１８，２１５

９６，１０３

１３，４３６

４１，５６７

１１２，８０９

１９，５８４

２６，５２５

７７４，６３９

５５４，８５６

１２４，２５３

１４９，９９６

２，２３７，６０６

２０６，９５１

１２５，４４０

８５９，４９４

１００，５９５

３００，５１５

６４５，１１０

１０１，０２１

１９１，９９０

（「新撰北海道史」第３巻５２３‐４頁）

　　

第４表で見る如く， 輸出品は錬粕， 塩鮭， 胴錬， 昆布， 身欠錬（生産数量順）等海産物が大部分

で， 昆布は大量に清国に輸出した。 而して初めは清国商人が函館に来って輸出し， 価格の如きもそ

の左右する所で， 我が国に不利であったので開拓使は， 明治５年２月等外１等出仕丸田仲太郎， 長

崎商人友永幸太郎を上海に派遣，彼地の状況を視察せしめ直輸出の方法を講じ，同５年１０月開拓使

御用達榎本六兵衛等本道産物清国直輸出を許可した。 即ち税納の産物は時価で承買し， 直売を委託

された時は売価５分の口銭を受け， 諸商人の委託貨物も之れに準じ， 諸商人への為替貸出は原価の

一６７－
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山
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正

７割迄とし， １ケ月１分以下の利子を受けることとした。 また支那各港への廻漕船は堅牢なるもの

を選び， 帰途には適当な貨物を輪入する２）。

　

開拓使は資本を貸与し， 之を補助奨励し，且つ開通社を興し，資本金１０万円及び海船北海道丸

を貸与し， 上海に店舗を置き売捌所とした。 保仁社に海上保険， 荷為替を取扱わせたことは前述の

通りである。

　

然し乍ら， その営業担当者に人を得ず， 営業振わず，一方清国商人の競争に抗し得ず，同１０年

４月上海の出店を閉鎖するに至り， 商権は再び清国商人の手に帰した。

　　

後広業商会（明治１１－２１），日本昆布会社（明治２２‐２７）の設立による保護政策も，清国商権の牙城に

は迫り得なかった３）が， 英国商人ブラキストンは， それに迫らんとして， 問題の証券発行を企くた

のであった。

註

１） 北 海 道： 北海道略史 ｐ．１６２

２） 函館税関：函館税関沿革史 ｐ．３５７

３） 日本昆布会社考課状其他（筆者所蔵）

　　

羽原叉吉： 日本昆布資本主義発達史

三 当時の函館の金融

　

従来の慣習として函館商人は甚だ信用を重んじ， 富商の間では１ケ月以内１万円以下の貸借に

は抵当を要せず， 利息なしで互いに融通し， 叉一般商人も一旦信用を得れば口約で返済期と利子を

定め証文を要せず融通した。 一方普通の利子は概ね年２割乃至２割５分で， 漁民の仕込に至っては

随分不廉の物品を送り， 其の漁獲物を低価に受取る弊風もあった。 然るに諸府県から移住者が続々

入り込むに及び， 従来の富商間は別として， 一般人の間では信用貸借は往時の如く行なわれず， そ

れに明治１２年以降の銀行業の開始までは，市中貸借利子は官より漁業資金の貸出を受ける漁民を除

いては， 暴利に苦しま ざるを得なかった。

　

以前は入港の日本形船舶は其積載貸物と当地の貨物とを交換し， 若しくは物品を売却し， これ

に携帯した金員を併せて搾粕其の他を買うを例としたし， 又東京， 大阪等の商人が仕入に来るにも

一々金員を準備して来たのであったが， 品不足で買入競争となり， 資金不足となり， 調達不能の者

は仕入予定の物も買い得ぬ状態となった。

　

叉函館商人が大阪に直輪する貨物も， 相場の高低を考え時機を見て売却するのが有利であった

が， 多くは早く金員を得て仕入をなし帰来せねばならないので， 往々投売をする状況であった。 荷

為替は以前から個人間に行なわれていたが， 一般的でなく， 其の利子は２分５厘を普通とした。 当

時の荷為替は非近代的で， 運送業， 倉庫業， 保険業等の未発達な状態に於ては運送商品を証券化す

ることは殆んど不可能であった。 かかる場合， 次に述べる三井組， 後には第百十三国立銀行， 第百

四十九国立銀行等に商業銀行的機能を期待することは困難である。 そのための接近の一手段として

封建末期の問屋制資金前貸の方法が荷為替取引の上に現われてくるのも無理のないことであろう。

第百十三国立銀行， 明治１２年の荷為替手形は３，５９３円で， 貸付額の２％ であった。 また同１４年三

井銀行函館出張所のコルレス先は東京， 大阪， 横浜， 神戸， 四日市， 敦賀， 下ノ関， 長崎等であっ

た１）。

　

しかし国立銀行の地元創業は， やがて， 商業銀行の手形割引業務発展への架け橋となり， 近

代化への踏み台となった２）。

　　

箱館開港に伴い， 外国人は洋銀を以て我が１分銀に引き替え， 此れで更に小判に替えて国外に

輸出した。 他方洋銀の使用は邦人は不慣れで流通も悪く， そのため箱館運上所は安政６年９月洋銀

－６８－



函館ブラキストン商社証券とその金融史的意義

の真贋を検し， 同種の洋銀の１００枚の平均量目を取り， 銀貨毎に極印を打って通用せしめることに

したが， 箱館に渡来した外商は尚之れを嫌忌し， 皆邦貨を持ち去ったので， 箱館には邦貨益々減少

し， 反対に洋貨多く残留し， 下落を見たので洋銀での取引は諸品を益々高値とし， 市在の困難が甚

しかった。 この影響がずっと明治維新後まで継続したので， 市中は通貨の不足に悩む状態で， 円滑

なる商取引も行なわれ難い状態が続いたのである。 そこで開拓使は， 明治５年１月， 三井組が政府

に委任されて，開拓使正金見換証券２５０万円を発行したのを期に，拓殖１０ケ年計画の第１年目とし

貸付会所を設置した。 そもそも三井組は， 本道との関係は古く， 徳川時代の末期方延元年に御為替

御用達三井八郎右衛門高福が幕府勘定所より箱館会所産物元仕入金集方掛屋御用達を命ぜられ， 更

に明治２年７月，開拓使御用掛総頭取に又同１２月，北海道産物掛総頭取に任ぜられ， 明治４年６月

政府の命により御用為替座三井組の名称で， 東京， 大阪， 横浜， 神戸と共に函館に為換座を設置し

て造幣寮の御用を勤め， 新賃と地金銀との交換及び地金銀の廻送の業務を開始した。 これが三井組

の金融業務活動の発端であった。 開拓使正金見換証券は三井札と呼び，１０円，５円，１円，５０銭，

２０銭，１０銭の種であった３）。 貸付会所は東京， 大阪， 函館の３ヵ所に設け， 北海道税金， 定額金，

発行証券等遣払見込高の余分を相当利分を以て貸付けるもので， 三井組に貸付規則其の外取調申立

つ可き旨を命じ， 小野組， 島田組， 其の他６名及び函館の富商３名に用達を命じ， 同時に管下に其

の旨を布達した。 次いで同７年１２月同所仮規則を定め，同８年６月に至り， 貸付会所条例，貸付会

所定款及び貸付規則を制定して各会所に達した。 これは７年末に小野組並びに島田組の破産により

我が国金融市場が一時恐慌状態を現出したのに鑑みたものである。

　

明治９年７月， 三井組から業務を引き継いだ三井銀行函館支店が発足し， 函館内澗町１丁目１

番地（現在の末広町）に開設し， 主として公金の取扱い， 為替業務を開始したので当時他銀行がなく，

各府県に多くの支店を有していたので， 信用を博し， 函館商業界を益するところの大なるものがあ

った。 然し， それとて大方の需要を充たすことができなかった。 これは， 恰も安政３，４年頃の銭払

底の不便さにも似ていた０
。

　　

また明治５年１月， 東京， 大阪， 函館に置い－た貸付会所は， 資金貸付機関として税金定額金発

行証券等支出の余を貸付け， 北海道産物販売の流通を図り一応完備し， 本道金融並びに函館金融に

関する主要機関であった。 然し， 本貸付開始以来未納金取立見込高漸次減少し， 其の不足高は悉く

皆各用達より弁償させたが， 尚容易ならぬ減価を生じたのであったが， 同１１年１２月に至り， 漁民

高利の資金借り利子に追われ， 且つ旧場所請負人等の富豪が新規起業を妨害独立自営の道が立たぬ

事情から， 漁業資本貸与規則を設け５万円（本庁下３万円， 函館根室両庁各１万円）・を定額とし利子

を収めしめ， 其の１半を官収し， １半を資本積立とし，同１２年１月廃止に決し，爾後は貸付金の回

収に当ることとした。 この貸付会所は北海道産物５）商会， 運漕社及び開道社に特種の保護を与えて

設立したのであるが， 資金貸与の方法は明治８年達会所定款貸付規則によれば， 会所の貸付元金は

之を３種に区別し， 使庁より交付せる資金を第１種とし， 之に８朱の利を徴す。 内１朱を控除し之

を積立てたものを第２種とし， 会所純益を積立てたものを第３種とする。 貸付金には凡て確実なる

担保を徴し， 返済期限は抵当物に因り長短があり， 動産は３カ月， 不動産は６カ月を１期とし， 別

に年賦償還の方法を設けた。 利子は１００円につき日歩３銭３厘乃至５銭と定め， 叉貸下金返納徴収

の方法については，１４年１１月其の取扱順序を定め， 之を布達した。

　

次に明治２年開拓使設置以来同１４年に至る開拓使の貸付金総額は金６４７万８６９８円余で， 取立

金は５７３万１５１４円余， 棄損金高５９，６３３円で差引残高６８万７，５４９円余は開拓使廃止の際， 東京， 大

阪の二府， 札幌， 函館， 根室， 岡山， 徳島， 和歌山の６県に引き継いだ。 この１４年に至り， １１年
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の漁業資本金貸与規則の貸付が， 明年１月， 開拓使定額の期が満ちるので， その償還のため大蔵省

から貸与を乞い， 資金融通の道を講じ， 同年貸与の６８万８５００円は政府に償還する見換証券引換元

金２５０万円の内に取り明年６月に至り悉く之を償還することとした６）。

　

一般利子も商業繁盛，物価騰貴の際なので，大抵１割乃至１割５分であった。 物価は明治１０年

６月以前は正確に分らぬが， ７月以後の分を見ると， 好景気にて月々上昇し，１３年下半期にはその

ピークに達し，１４年２，３月迄は峯頭を紡復しつつあった。 １例をあげると越後玄米１石平均相場東

京１２年に７円９０銭， 函館７円５２銭’１３年には， 東京１０円８６銭，函館１０円６９銭７）と， 略東京並

の昇り方であった。

　

爾後降下に向い道に不景気の端緒を開いて， 三県時代に移ったのである８）。 例えば１９年以後越

後米１石平均相場は函館で４，５円に下った９）。

註

１） 北海道拓殖銀行：北海道金融史 ｐ．３４

　　

三井銀行： 北海道における三井銀行の歩み ｐ：１０

　　

明治１４．１．２８函館新聞

２） 伊丹正博： 第１８国立銀行の貿易商人的性格（九州大学九州文化研究所創立２５周年記念論文集）

　

３） 三井銀行： 前掲書 ｐ．８

　

４） 「松前・函館は勿論， 最寄村々之分は， 従来内地同様之処， 銭払底二而， 毎々差支」（安治３年， 蝦夷地御開

　　

拓諸書付諸同書類， 新撰北海道史第５巻ｐ．１５２１）たので， 函館通宝を鋳造した程であった。

　

５） 村尾元長： 北海道事情一班 ｐ．７６

　

６） 同上：ｐ．８１

　

７），９） 村尾元長： 北門の鍵 ｐ．５５

　

８） 函館区史：ｐ．４１９‐２０

四

　

函館ブラキストン商社証券の金融史的意義

　

先ず貨幣の本質について私見を述べたい。

　

クナップが貨幣は国家法制の産物とする貨幣国定説をとなえたのに対し， ペンディックセンは

その経済的理論付けを深め， 生産と消費が個人及び企業家によって独立して行なわれている場合に

は， 社会的にはこれを結合してこれを交換せしめねばならない。 生産と消費の媒介をなすのが貨幣

であるが， それには一般的に承認せられた価値単位を用いて価値計算をすることと， かかる価値を

示し労働給付の証拠として票券を用いること， この二つの前提を要するのであるが， それを果すの

が貨幣であり， 貨幣は法律上は支払手段であるが， 国民経済的には先行給付の反対給付への指図証

であるとした。

　

然し社会生産物に対する要求権を考えることは比輪としてはよろしいが， 現実の経済社会は営

利に基く交換であるから， 権利義務の関係ではない。 故にエルスターは要求権の代りに社会生産物

に対する参加可能性とした。 更に社会生産物に対する要求権としても価値尺度が必要である。 価値

尺度に言及すれば名目説は成り立たない。 この意味で， 指図証説は純粋の名目説でなくなる。

　

貨幣とは貨幣の機能を果すものである。 従って素材価値説の主張するようにそれ自身一定の使

用価値を有する財であることを要しない。 単に交換の媒介手段または支払手段としての機能を営む

だけで充分である。 紙幣もまた貨幣である。 しかし名目説の主張するような単なる票券または記号

ではなく， 貨幣機能に基く一定の価値を有するものであるとする。 これが機能説である。

　

貨幣が機能価値を有する点は名目説と異なる。 素材価値とは関係なく， 交換の媒介手段又は支

払手段たる機能に貨幣の本質を求めて， 一般的財価値の保持者たることを否定する。 この点は名目
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説と同じである。 いわば折衷説である。 筆者はこの立場を支持する。

　

使用価値は物自体に固有なものでなく， 人間と物との関係なるものは， 実体にもとづくもので

なく， 一定の機能を果すから財が価値を有する。 貨幣もこれと同じであると考えるのである。

　

さて， ブラキストン商社証券の文面を眺めよう。（第１図）

第１図 ブラ

　

キ ス

　

ト ン 証 券

　

証券表面に 「此証券ヲ当社ニ差出シ促ス時ノ・何時ニテモ引換相払可申候也」 と誌し， 其の左右

に 「函館ブラキス トン」 と記し， 下部にブラキス トンの署名があり， 裏面には番号が記入してある

丈である。

　

最初外務省の見解であった資本融資のための株切手発行の場合の銀行券， 叉は預り証券乃至小

切手と徹してよい所謂預金通貨の性質を持っものであろう。

　

当時まだ日本銀行（明治１５年設立）ができる以前であるから， 日本銀行の発行する銀行券乃至は

政府の発行する紙幣或いは鋳貨である現金通貨の代用をなしたものと見てどうであろうか。

　

独逸滞留の本間清雄が騒ぎ立て， 大蔵省と外務省， 大蔵省と開拓使の掛合いとなり， 外国人な

る故に， 当時まだ治外法権の行なわれていた際で， 英国公使への思惑等で外交問題にまで発展した

のであるが， この経緯の決末として， 開拓使事業報告には

　　

「明治八年八月， 函館居留ブラキストン商社， 私に証券を発行す。 命じて之を停止す」

と簡単に片付けている。 思うに開拓使としては， 函館並びに， 本道の経済乃至金融の実状， これは

既に前項で詳述したところであるが， 知悉していたので， 出来得べくんば， この証券の機能， 即ち

経済上， 金融上の民間への寄与の点から見て， 大蔵省の許可を望んでいたであろうと思われるし，
穏便の処置を取りたかったのであろう。 また外務省としては， 外交上の点から， これまた穏便の解

決を願っており， ひとり大蔵省だけは， クナップの貨幣説の如く国権的貨幣法定説の立場から， 禁

止を強行したのである。

　

実は此の種の証券は外国の商館が交易上の必要から早くから行なわれたものであった。 それが

明治５年に銀行条例第２２条で，其の頃行なわれていた藩札や証券などの通用を止めたが，当時の我

が国の国際的地位からして， 外国商館の分には一寸手が着けられずにいた。 そこへこの事件が偶然

持ち上ったので， それが動機となって， 逆に明治９年３月１４日，大蔵省省令で，外国証券の流通を

一切停止することになったのが， この間の真相であり， 同時に全国的な物価騰貴はイ ンフレーショ
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ンと考えられ， 明治１３年１１月， 松方正義の敢行せる紙幣整理はデフレーション政策として好評で

あったこととも， 此の事件後の情勢であった。

　　　　　　　　

五

　

結

　　　　

び

　　　　　　

・

　　

，

　

ブラキストンは文久２年の春， 函館の中浜町に居を構え， 先ずブラキストン商社を開き貿易を

なすと同時に製材工場を当時の築島， 現在の船場町に設けて製材を始めた

　

。３隻の汽船と機械に船

大工も引具し， その他現金等合せて資本は数千万円に達したろうと想像されている

　

。この製材機械

は精巧を極め， これが我が国における機械製材の暇矢で， これを以て北海道の森林を伐採し己が船

舶で清国方面にも輸出する計画を建てた。 処が， 交通の便は極めて悪く， 叉造林事業も非常に幼稚

であったから， ブラキストンの工場が運転を始めたら， もう既に材料の原木不足を来した。 そこで

工場をその後釧路に移したが， これも失敗に終り， 製材業は中止され機械は後に伊勢に運ばれたと

いう。 ブラキス トンの所有船はスコッ トを船長とする商人丸 （アキン ド丸）， バトンを船長とするア

スリ丸， ホワイを船長とするカンカイ丸で， その後は専ら近海の運輸に従事， 当時根室を根拠とし

て活動した柳田藤吉はアキンド丸に蜜柑を積み長崎より箱館に輸送し千金を得た。 翌慶応３年には

幕府の長崎奉行と箱館奉行との間に， 互いに営易する協定が成立し， アキンド丸はその衝に当って

活動した。 或る時は北海道の物産を積んで長崎経由で上海に航行したし， 或いは根室の西別の塩鮭

を江戸に回漕したこともあった。 維新前後の戦禍中は， 横浜から兵器を積んで秋田方面に輸送し，

後に開拓使の命により， 津軽海峡の定期航路を司った１）。 それが， 上海航路船建造を目論見み， 証

券発行を敢行した訳である。

　　

問題は外国人が発行したという点にあって， 貨幣としての本質上の機能から見れば， 経済上，

金融上， 当時の本道の開拓上， 函館市況の活溌化のため， 資金不足に悩む市人にとって， この種証

券が要望されたのであり， 他方， 清国商人の対清貿易上による商権を奪回するため，．対外貿易の大

宗たろ対清貿易上， 日本商人， 清国商人間に伍して， その巨大な資本力を以て断然頭角を現わして

いたブラキストンの貿易船投資のためのこの証券の持つ意義も重要なものがあった。

　　

それであるから， 前述の如く， 一度此の証券を禁止したにも拘らず， 私かに使用されたのであ

る。 証券の種類は１０円， ５円，１円，５０銭， ２０銭の６種であり２）流通にも手頃であった。

　　

イ ギリスに於て英蘭銀行の設立をめぐって， 通貨主義と銀行主義か３）という争・いが生じ， この

論争並びに， 実施の交替の消長は永いものであるが， 我が国の当時の貨幣制度下における函館の実

状は， 銀行主義でいく外はなかった。

　　

この立場からすれば， 金融手段としての証券は必要欠くべからざるものであった。 即ち開拓使

から大蔵省に対する報告に 「紙幣ニハ無之， 叉銀行之証券ニモ無之， 郵船会社之資本ヲ興スタメ，

株切手之買者ヲ募ルノ証券ト相見候」 と， その必要を認め， 此の証券を肯定していたのである。 尤

も 「外人紙幣ヌハ銀行券ニモセョ， 日本紙幣叉ノ・日本銀行証券ニ類似セサルモノラ製出セル， 日本

政府之ヲ差止ル特権無之」 とあるところの類似のものを造った点はやはり禁止の対象になったわけ

である。 開拓使も， その証券の実物を見るに及んで， 大蔵省の意見に承服し，・外務省もまた然りで

あった。 この点さえなければ横浜バンクの証券が数年に亘って流通したと同様， 流通を禁止する理

由はなかった。

　　

明治初期は， 外国資本主義に対抗するために， 国家の産業保護政策が必要であり， 開拓使の直

営産業もまた然り， 地方国立銀行の設立も， 軌を一にしていた。 故に明治１２年１月には， 第１３国

立銀行が函館に開業， 同５月には， 第４４国立銀行函館支店， 翌１３年２月には， 第１４９国立銀行の
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函館開業があり， 紙幣の発行流通がある迄は， 商人は金融逼迫に悩んだのであった。

　

之を要するに， ブラキストン商社証券を通貨主義から見て預金通貨であり， 従って貨幣と見徴

してよく， また一方日本銀行設立以前であったから， 現金通貨の代用を為したのである。

　

外国資本の導入， 外人の紙幣私造という見地から観るならば問題は別であろうが， 貨幣論的見

地から金融史的に見るならば， 貨幣の機能を完全とは云えないが， 一応は果し得たもので， 函館に

於ける社会経済史上に於て， 時代の要求に応じて発生した貴い記録すべきものであった。

註

１） 犬飼哲夫： 北の風土と動物 ｐ．２１５－７

２） 岡田健蔵：函館百珍と函館史実ｐ．８４

　

これまでの日銀， 函館図書館の外， 昭和３６，札幌の旧家から１枚発

　　

見された。 １６２の番号のはいった十銭札の４枚目， 以上いづれも１０銭札（旧３６．５．２朝日）

３） 深町郁弥：オウバストーンの通貨論（九大， 経済学研究２７の４）

甲比丹トーマス・ライト・ブラキストン年譜

１８３２（天保３）１２．２７

　

英国ハンヂ州リミントン港， 男爵サー・ブラキストン家に生る。 後， 皇立陸軍士官学校に

学び， 近衛砲兵隊（叉は騎兵隊付ともいう）騎兵将校となる。
１８５４（安政元） クリミャ戦争に大尉として従軍， 退役後パリサー（ベリザ）遠征隊に投じ， カナダ・ロッキー山脈

　　　　　

の間を探険， 次いでハドソン湾地方， 西部カナダ及び再度のロッキー山脈横断（第１回探険）

　　　　　

此の間，「英領北アメリカの鳥類に就て」発表

　

其後， 揚子江上流の卵刺苗族の人類学的研究，同時

　　　　　

に揚子江流域を測量， 英国皇立地理学協会より， ローャル・メダルを贈らる（第２回探険）

１８６１（文久元） 部下スコットに命じ， カンカイ丸・アキント丸・ドラゴン丸其他数隻の帆汽船を麟装し， 精巧な

　　　　　

る製材機其他雑貨を満載・海路黒竜江に向わせ， 自らはモスコーを過ぎウラルを横断， バイカル湖

　　　　　

畔をわたり， 黒竜江を下り， 部下と合す。（第３回探険）

１８６２（文久２） 江畔に一大製材所を起さんと計画して来たが， 予定を変更， 箱館に来り， ブラキストン商社をつ

　　　　　

くり， 貿易に従う。

１８６３（文久３） 船大工島野市郎治の埋立地， 地蔵町の１７１５坪の中９８６坪を借受く，
１８７４（明治７）

　

ブラキストン商社証券問題がおこる。
１８７５（

　

′′

　

８）８，４． 同証券禁止の令が出る。
１８８３（

　

〃 １６）４月アジアチック・ソサイティ報告第１１巻１編に「大陸に接続せる日本上代の動物」を発表し，ブ

　　　　　

ラキストン線命名の基礎となる。

１８８４（

　

′′１７） 業を廃め米国に航す。

　　　　　

去るに臨み， 鳥類標本を遺し， 本道三角測量図を贈らる。 スパイの疑いがあったので， 解決まで時

　　　　　

日を要した。 功績としては， 器械製材の創始， 函館測候所の起源， ブラキストン線の発見， 帆船競

　　　　　

走の奨励， 鳥類標本の寄付等であり， 住所は函館招魂社下汐見町にあった。
１８８５（

　

〃 １８） 開拓使農業教師で牧畜業に貢献したエドウィン・ダンの妹， ダン嬢と結婚
１８９１（

　

′′

　

２

　

４）１０．１５肺炎で， カルホルニャ州サンデエゴで率， 高年５９才

１９１１（

　

′′

　

４４）８．８

　

函館市弥生小学校で， ブラキストン淡去２０年記念会を開催

その胸像を英副領事の手で除幕。 八田博士， 佐藤伝蔵の講演あり。
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